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山形県特定（産業別）最低賃金引上げ 
  －山形地方最低賃金審議会答申－ 

 

山形地方最低賃金審議会（会長：山上
やまかみ

 朗
あきら

 ）は、１０月２６日（月）、地域別最低賃金

（山形県は７９３円（１０月３日発効））を上回る額で設定される４つの山形県特定（産業

別）最低賃金(時間額)を、別表のとおり山形労働局長（局長：河西
か さ い

直人
な お と

）に答申しました。 

今後、答申内容の公示等の諸手続きを経て、本年１２月２５日（金）から効力が発生す

る予定です。 

（別表） 

特定最低賃金の件名 改正時間額（改正前） 引上げ額（引上げ率） 

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、

他に分類されないはん用機械・装置、化学

機械・同装置、真空装置・真空機器製造業    

（一般産業用機械・装置等製造業） 

８６２円（８５９） ３円（０．３５％） 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械

器具、情報通信機械器具製造業 

（電気機械器具等製造業） 

８４６円（８４３） ３円（０．３６％） 

自動車・同附属品製造業 ８６１円（８５８） ３円（０．３５％） 

自動車整備業（自動車分解整備の業務に従

事する者に限る） 
８６５円（８６２） ３円（０．３５％） 

 

（参考）別添 特定最低賃金について 

 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 

令和２年 10 月 26 日（月） 
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